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府立東住吉支援学校（肢体不自由教育部門） 

校 長  甲斐 俊夫 

  

令和５年度 学校経営計画及び学校評価 
 

１ めざす学校像 

一人ひとりの生命と個性を尊重し、障がいの状況と心身の発達に応じたきめ細やかな教育を行い、豊かな人間性を育み、自立と社会参加を支援する学校 

Ⅰ 児童生徒の持てる可能性を最大限に発揮し、自己肯定感を高める学校 

Ⅱ 児童生徒の個々のニーズを把握し、自立と社会参加に向けた教育及びキャリア教育を推進する学校 

Ⅲ 人権を尊重し、児童生徒保護者が安心して学習活動を送ることができる学校 

Ⅳ 共生社会の形成に向け、地域の特別支援教育のセンター的機能を担う学校 

 

２ 中期的目標 

１． 児童生徒が生き生きと主体的に学べる授業づくりのために、授業力・専門性の向上をめざす。 

（１） 学習指導要領に基づき教育課程を改善するとともに、シラバスに基づく計画的な授業の実施と評価を行う。    

（２） 教職員が主体的に専門性向上に向けた研修に参加し、自身の資質・能力の向上に努める。教員による学校教育自己診断「専門性の向上のための研修を推進す

る」のＲ７年度肯定的回答 95％をめざす。（Ｒ２-92％ Ｒ３-92％ Ｒ４-89％） 

（３）主体的に学ぶ力の育成に向けて、児童生徒のＩＣＴ機器の積極的な利用を推進する。教職員による学校教育自己診断「児童生徒がＩＣＴを使った授業を行って

いる」（新設）のＲ７年度肯定的回答 90％をめざす。      

２． 障がいのある児童生徒一人ひとりの将来の自立と社会参加に向けた指導の充実を図る。 

（１） 居住地校との交流及び共同学習に取り組み、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が尊重し合える共生社会の実現をめざす。  

（２） 訪問学級児童生徒の在籍者の社会参加を促進し、スクーリングの充実を図る。 

（３） 児童生徒の発達に応じたキャリア教育の充実を図る。保護者による学校教育自己診断「系統的なキャリア教育を行っている」のＲ７年度肯定的回答 80％をめ

ざす。（Ｒ２-63％ Ｒ３-67％ Ｒ４-59％） 

（４）スパイダー・移動支援機器・スイッチやＩＣＴ機器を積極的に活用し、自立活動の指導の幅を広げ、充実させる。  

３． 安全安心な教育環境を確立させ、児童生徒一人ひとりの人権を尊重した教育を推進する。 

（１） 府教育庁と連携しながら学校施設の補修・改善を進める。 

（２） 医療的ケアの必要な児童生徒が安全安心で学校生活を送れるために、保護者や主治医等と連携し、看護師と教職員がチームワークを発揮して事故０をめざす。 

ヒヤリハットやインシデント事例の蓄積・分析を行い、定期的な実施体制の評価・検証を行う。      

（３） 防災計画を見直し、想定外の大規模災害時における児童生徒の命を守る環境づくりを行う。 

（４） 体罰等の撲滅・食の安全を確立する。 

（５） 教職員の危機管理意識を高め、個人情報を守り適正な管理を行う体制を確立する。 

（６） 教職員が生き生きと働くことができるよう働き方改革を推進し、長時間勤務の削減に取り組む。     

４ 地域校園のニーズに応え、情報発信や支援・助言を行い、地域から信頼される特別支援教育のセンター的機能を発揮する。 

（１） 地域から信頼される特別支援教育のセンター的役割を担う。教員による学校教育自己診断「地域における支援教育のセンター的役割をはたしている」の 

Ｒ７年度肯定的回答 90％をめざす。（Ｒ２-78％ Ｒ３－85％ Ｒ４－65％）   

 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校運営協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［R５年 12月実施分］ 学校運営協議会からの意見 

【保護者の診断結果】 

・肢体不自由教育部門で 70％の提出率を得て昨年度から大きく増えた 

（R４年度 26％）  

・アンケートをオンラインと用紙とで実施したことと、安心メールで回答を呼びか

けたことが提出率の向上につながったと考える。 

・診断項目の内容と項目を精選し 21項目とした。（R４年度 25項目） 

・肯定的回答 80～90％以上が 21項目中 15項目あり、一定の肯定的評価を

得られたと考える。 

・「学校の施設設備」や「ICT を活用した教育活動」の項目は肯定的な回答が

60%台となっており一層の推進が課題である。 

・校舎やプールの大規模改修工事が今年度終了したが、「施設・設備の点検、

事故防止に配慮し、適宜改修等に努めている」の項目は肯定的回答が66%

台で「わからない」の回答率が34％あった。さらなる情報発信につとめたい。 

【教職員の診断結果】  

・アンケートはオンラインで実施した。 

・設問の見直しをしたが昨年度と同じく 31 項目について診断を行った。 

・提出率 100％を得ることができた。（昨年度 63％）  

・15 項目の質問で肯定的回答が 80％以上の評価を得た。（R４：15項目） 

・肯定的回答が高かった項目は「教職員の情報共有」「家庭との連携」「保護 

者へ周知するための情報発信」「人権尊重の意識をもった指導」「学校行事

の工夫」「食育の推進」であった。本校の強みとして引き続き教育活動を行っ

ていく。 

・肯定的回答が低かった項目は「系統的なキャリア教育」「支援教育のセンター

第１回 令和５年６月９日(金) 

【意見の概要】 

・「児童生徒の校外への飛び出しや不審者侵入」の防止対策を進めてほしい。 

 →全体への注意喚起を行うとともに、校内をチェックし危険個所についてはフェンスを設

置するなど物理的対策を講じていく。 

・給食のアレルギー事故への対策を進めてほしい 

  →アレルギー事故でご心配をおかけした。食材発注から喫食までのチェック体制を強化

していく。 

・教育活動におけるＩＣＴ機器活用の充実とスキルアップを進めてほしい。 

 →一層の活用促進を進めていく。 

・働き方改革を進めていただきたい。 

 →業務削減や行事の精選などの改革を今年度すすめている 

・避難訓練での避難経路の確認と設備の整備をお願いしたい。 

 →防災士の助言も受けながら安全に避難できるよう進めていく 

第２回 令和５年 11月 20日(月) 

【意見の概要】 

・学校教育自己診断の実施について回答率のアップをめざす方法と推進を。 

 →プリント配付とWEB回答を同時に進めていく。 

・自己診断の質問の順番や質問文を見直し回答しやすいようにしてほしい。 

 →ご意見をもとに首席、管理職で再度見直していく。 

・被災時における医療的ケアのある児童生徒の個別の避難計画の把握はされているか。 
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校的役割」「快適な職場環境」「経験の少ない教職員の育成」であった。 

・キャリアプランニングマトリクスを活用し、小中校と系統性のあるキャリア教育 

を一層進めていく必要がある。 

 →地域と家庭との避難状況を把握していく。 

 

第３回 令和６年２月 19日(月)  

【意見の概要】 

・学校教育自己診断結果について 

施設設備にしっかり取り組んでくれたが、評価が低めであるのが残念だ。情報発信が必

要だと思う。 

→しっかりと情報発信に努めていきたい。 

・学校教育自己診断結果について 

初任者や経験の少ない教職員の育成の評価が低めである。今後もしっかり取り組んでほ

しい。「教職員の快適な職場環境」の回答からも教員が相談しやすい環境がもっと必要

なのではないか。経験の少ない教員が感じていることを話せる場があってもいい。 

→サポート体制を整えながら長期休業などを活用し意見や思いを話せる場を設定した

い。 

・学校教育自己診断結果について 

教職員用の診断で「わからない」という回答率が多い項目がある。目標や取組みの達成

には教職員の理解が必要。 

→管理職から教職員への情報発信にも努めていく。 

・医療的ケアについて 

研修を行い、取組みも年々進んできてきたと思うが、医ケアのある児童生徒の緊急搬送

の頻度は減少しているか。大阪府として数字として減少していれば医ケアが進んでいると

わかり、主治医や協力している医師も医ケアの充実の手ごたえを実感できるのではない

か。 

→本校では医ケアのある児童生徒の緊急搬送は０件であった。ご意見を教育庁にも伝え

ていきたい。 

 

３ 本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 
目標 今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標[Ｒ４年度値] 自己評価 

 

１
． 

生
き
生
き
学
べ
る
授
業
作
り
の
た
め
の
、授
業
力
・
専
門
性
の
向
上 

 

（１） 

学習指導要領に基づく教

育課程及び授業改善、ま

たシラバスの活用・評価 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

教職員の専門性の向上 

 

 

 

 

 

（３） 

１人１台端末利活用アク

ションプランに基づくＩＣＴ

機器を活用した授業づく

り 

（１） 

ア．全学部の「自立活動を主とする教育課

程」で各教科を取り扱えるよう再編成

する。 

イ．小学部から高等部までが系統的に学 

習を積み上げていくことができるよ 

うシラバスの見直しを行う。 

ウ．学習した評価内容が観点別に分かりやす

く示せるよう、個別の指導計画における

表記方法を改善する。 

 

（２） 

ア．専門性を向上をめざし、全国の支援 

学校や研究協議会が開催するオンラ 

イン研修会、教育センター研修の積極 

的活用を勧奨し、教職員一人ひとりが 

自分にあった研修を主体的に受講する。 

 

（３） 

ア．ＧＩＧＡスクール構想で配備された 

タブレットやＩＣＴ機器を児童生徒が 

活用する授業実践を進める。 

 

（１） 

ア．７月までに各学部の教育課程検討

委員会で教育課程を見直し、２月まで

に再編成する。 

イ．シラバス検討委員会を新設し、学期１

回開催する。各部のシラバスを系統性

の観点でチェックを行う。 

ウ．教務部を中心に評価の表記方法を

検討し、６月までに評価の観点が明確

に示せるものへと改善する。 

 

（２） 

ア．教職員に様々な研修情報を定 

期的に提供する。教職員が校長と 

の面談で３回以上の目標を確認し 

あい、２月までに受講完了する。 

[新規] 

 

（３） 

ア．「授業における児童生徒のＩＣＴ 

活用」について、授業担当者向けの 

調査アンケートを１月に実施し、 

80％以上の授業実践をめざす。 

[新規] 

（１） 

ア．７月までに各学部の教育課程の見直しを 

行い、高等部は教育課程の再編成もした。 

全学部での再編成が２学期までに完成し 

た。（◎） 

イ． 学期１回以上の会議を行い、全学部のシ 

ラバスをチェックし系統性のあるものに改

善した。（◎） 

ウ．６月までに各教科の評価を観点別にして、 

明確に表記できるように改善した。前期か 

ら新たな表記方法で実施できた。（◎） 

（２） 

ア．研修案内を電子掲示板にて情報提供でき

た。研修案内板や回覧、口頭連絡なども行

い研修受講を推進した。３回以上の受講が

できた教職員は 80％だった。（△） 

 

 

（３） 

ア．調査アンケートを１月に実施し、授業担当 

者の 86％で児童生徒がＩＣＴを活用する授

業実践ができた。（○） 
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２
．
自
立
や
社
会
参
加
に
向
け
た
指
導
の
充
実 

（１） 

居住地校を含む交流及 

び共同学習の実施 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 訪問学級児童生徒のスク

ーリングや行事参加の実

施 

 

 

（３） 

キャリア教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 

自立活動の指導の充実 

 

（１） 

ア．オンライン交流などＩＣＴ活用のメリットも

生かし居住地校交流を充実させる。 

イ．学校間交流を促進する。 

 

 

 

 

 

（２） 

ア．施設、保護者と十分な話し合いのもとでス

クーリングや行事についての参加方法を

設定し、訪問学級児童生徒と通学児童生

徒との交流を充実する。 

 

（３） 

ア．児童生徒の「身につけたい力」と自立活

動における目標とを連携させ、児童生徒

一人ひとりの身につけたい力について明

確にし、個別の教育支援計画において活

用する。 

 

 

イ． 進路指導に活用できるよう生徒卒業後

の進路となりうる事業所について、教職

員が把握し、保護者に説明できるように

する。 

 

ウ．児童生徒が自己の将来をイメージしたり、

相互の学びや気付きを得られるよう交流

体験活動を実施する。 

 

 

（４） 

ア．スパイダー・移動支援機器・スイッチを指

導に活用するとともに活用方法について

専門性を有する経験者が経験の少ない

教職員が扱えるよう連携しながら取り組

む。 

（１） 

ア．居住地校交流を実施した児童生徒 

の満足度調査を実施し、前年度以上 

の肯定的回答をめざす。[80％] 

イ．訪問の交流だけでなくビデオ交 

流、WEB交流など可能な交流方法を 

検討して実施できたか。すべての交流

を学校ブログで紹介する。 

 

（２） 

ア．参加方法についてはＩＣＴを活用 

したリモートでの参加も含めて前 

年度以上の参加率を実現する。 

〔スクーリング７人、延べ 20回〕 

 

（３） 

ア．本校のキャリアプランニングマト 

リクスを自立活動の目標と連携さ 

せた一覧表を完成させる。個別の教 

育支援計画の目標設定に活用し、保 

護者と目標を共有する。教職員によ 

る自己診断における「キャリア教 

育」の肯定的回答 70％以上[59％] 

イ．長期休業中に全高等部教員中心に 

５か所以上の事業所見学を実施す 

る。【５回】 

 

 

ウ．学校行事を中心にオンラインも活用し 

た部門・学部間交流を実施する。 

 

 

 

（４） 

ア．授業場面における自立活動主任に 

よる巡回指導を全学部で行う。 

【新規】 

保護者による自己診断における「適 

切な指導を行っている」の肯定的回 

答 80％以上。[75％] 

 

（１） 

ア．小学部３人、中学部３人が居住地校交流

を実施して交流を深めた。肯定的回答は

100％であった。 

イ．小学部は矢田小学校と交流し、中学部は

異なるグループ間で交流活動を実施し

た。学校ブログは交流校と相談のうえ掲

載しないこととした交流もあり一部になっ

た。（○） 

 

（２） 

ア．スクーリング６人、延べ16回だったが、リモ

ート授業について 17 回実施できたため、

通学籍の児童生徒との交流は前年度以

上に充実できたと考える。（◎） 

 

（３） 

一覧表が完成できたが、個別の教育支援

計画の目標設定等に活用するまでには至

らなかった。自己診断での肯定的回答は

87％となり目標を大きく上回った。（○） 

 

 

イ．夏季休業中に事業所見学を実施し、６か

所の見学ができた。高等部の進路部教員

が中心となり、精力的に事業所を回り、各

事業所の状況把握に努めた。（◎） 

 

ウ．小・中学部は授業の成果発表やゲームを

通した交流を毎学期実施。高等部は両部

門で府立高校の軽音学部とゲームや歌の

発表交流を実施した。（○） 

 

（４） 

ア．自立活動主任が全学部を巡回指導し、運

動動作面の「指導・支援」方法や、スパイダ

ー、歩行器等の適合について適宜アドバイ

スを行った。（○）保護者による自己診断で

の肯定的回答は 95％と前年度より大きく

上回った。（◎） 
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３
．
児
童
生
徒
の
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権
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し
た
、安
心
安
全
な
教
育
環
境
の
充
実 

 

（１） 

学校施設の補修・改善 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

関係教職員が連携した 

安全な医療的ケアの実 

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

大規模災害時における命

を守る体制の確立 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 

体罰等の撲滅と食の安全

の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 

教職員の働き方改革の推

進 

 

 

（１） 

ア．府教育庁と連携し、安全安心な学校施設

の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

（２） 

ア．医療的ケアが必要な児童生徒について保

護者、主治医等との連携に加え、医師へ

の相談事業の活用を充実させる。医師と

連携しながら教職員が協力して行う。 

 

イ．教職員の気づく力を高めることで医療的

ケアにおける事故を未然に防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

ア．大規模災害時等を想定したより実効性の

高いマニュアルに更新する。 

 

 

 

 

イ．防災に関わる研修の充実をめざす 

 

 

（４） 

ア．教職員対象の研修会を実施し、教職員の

人権意識の向上を促す。 

 

 

 

イ．「アレルギー対応マニュアル」を徹底し、給

食や食に関する活動を安全に実施する。 

 

 

 

 

 

（５） 

ア．在校等時間が 45 時間以上、80 時間以

上教職員の残業の現状を確認し、業務

内容の見直しを行う。 

 

 

イ．業務分担の見直しをする。 

 

 

ウ．学校行事等の見直しを行い、業務のスリ

ム化を進め、教職員が活き活きと子ども

と関われる時間を確保する。 

 

エ．労働安全衛生委員会等を通じ、労働環境

の改善を行う。 

（１） 

ア．教職員による学校教育自己診断「学

校の施設設備は日常的に点検・管理

が行われている」において 68％以上

の肯定的回答をめざす。［64％］ 

 

 

 

 

（２） 

ア．医師への相談事業を活用し、大阪発 

達総合医療センターと連携して医療 

的ケアが必要な児童生徒への定期的 

な医師による校内巡回を行い教職員 

が指導助言を受ける。 

イ． ヒヤリハットがどういうものなのか理 

解を進めるために、医療的ケア委員

会が具体的な事例を全体に示し、事

故につながる可能性のある小さな気

づきを増やす。また当委員会にてケー

ススタディを行いヒヤリハットからイン

シデントを未然に防ぐために気を付け

るべきポイントを全体周知しアクシデ

ント０を継続維持する。【０件】 

 

（３） 

ア．防災被災対策委員会及び生活指導

部が連携してマニュアルを見直し、職

員の役割分担のシミュレーションを２

学期までに実施する。見直したマニュ

アルをもとに３学期に火災避難訓練を

行なう。 

イ．外部講師に研修を依頼し、全校校 

内研修を１回実施する。 

 

（４） 

ア．外部講師による人権研修を１回以 

上実施する。［１回］また、研修の内容

に意見交流の場面を設定する。 

 

 

イ．年度初めに食物アレルギー校内研修

を実施し受講率 100%をめざす。 

・調理実習での食物アレルギー対応に

ついて、新たにチェックリストを作成し１

学期給食開始までに全体に周知徹底

する。 

 

（５） 

ア．月 45 時間以上の時間外労働職員

へ府のアラーミングメール以外にも教

頭がメールでも注意喚起を行う。月

80 時間以上の時間外労働者数を前

年度実績未満にする。[全体で８名] 

 

イ．次年度に向けて、12月までに分掌等

再編案をまとめ、業務の統廃合を行

う。 

ウ．主幹教員の会議を組織し、行事の見

直しを１学期中に行う。２学期中に調

整を行い３学期に全教職員に周知す

る。 

エ．快適な職場環境への要望や意見を

集約して改善方法を協議し対応する。

教職員の学校教育自己診断「快適な

職場環境の創造をめざした取り組み

が行われている」肯定的評価 60％以

上［54％］ 

（１） 

ア．年３回、全教室の安全点検を実施し、日々

の点検で異常があれば早急な対応ができ

た。今年度、放送点検も実施。第１回学校

運営協議会での意見「児童生徒の校外へ

の飛び出し不審者侵入の防止対策を進め

てほしい」を踏まえ、飛び出しが可能な場

所の施設改修を行った。自己診断肯定的

評価は 69％であった（○） 

（２） 

ア．年９回相談事業を活用し、医療機関と緊

密な連携ができた。医師の巡回でこまめに

指導助言を受けることができ、教職員や看

護師の専門性向上に大いに役立たせるこ

とができた。（◎） 

イ．気づきがあればすぐに記入できるよう教室

や職員室に用紙を設置して、ヒヤリハット事

例を発信しやすくする工夫を行った。医ケア

委員会にて毎月ヒヤリハットとインシデント

を共有し、小さな気づきからインシデントを

減らすことでアクシデントの発生を防ぐよう

努めた。アクシデント件数０を継続維持でき

ている。（○） 

 

 

（３） 

ア．学校防災アドバイザーの助言を得ながら

マニュアルを見直し、職員のシミュレーショ

ンを３学期に実施した。火災避難訓練の取

組み方法を見直し３学期に実施した。（○） 

 

 

イ．学校防災アドバイザーによる防災研修を

夏季休業中に１回実施し、教職員の防災意

識を高めることができた。（○） 

（４） 

ア．「差別とはどういうことか」をテーマに大学

教授による人権研修を夏季休業中に１回

実施できた。受講後はグループに分かれて

の意見交流も行い教職員の人権意識の向

上を図った。（○） 

イ．新年度すぐ全教職員対象のアレルギー研

修を実施した。当日参加できなかった教職

員には資料提供し、全員受講できるように

した。調理実習におけるアレルギーチェック

リストを教職員全体に周知し活用できたこ

とで、安全に授業を行うことができた。（○） 

 

（５） 

ア．時間外勤務の多い傾向のある教職員に

対して教頭から注意喚起を行い、一斉退勤

日では 85％の教職員が６時までに退勤で

きた。月80時間以上の時間外労働者の人

数が７人となり前年度より減少した。（◎） 

イ．業務分担の見直しを終え、12 月の職員会

議で再編案の周知ができた。（○） 

 

ウ．学部や校務分掌ごとに意見を聞きながら、

主幹教員の会議で行事精選の検討を重

ね、予定より早い 12 月に全教職員に提示

ができた。（○） 

エ．要望や意見を集約して早急に対応する体

制が取れた。また、ゆとり週間では、委員が

中心となって声掛けを行い、教職員が自身

の心と身体も大事にできるような環境作り

に努めた。学校教育自己診断での肯定的

評価は、62％であった。（○） 



№Ｓ４２ 

 

府立東住吉支援学校（肢体不自由教育部門） 

４
．
特
別
支
援
教
育
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
の
充
実 

（１） 

支援相談部を中心とする地

域相談支援の実施 

 

（１） 

ア．地域内の学校園に対して必要な支援を実

施する。 

 

 

 

イ．地域支援の実践を校内で共有し、本校教

職員のセンター的機能についての知識

を深める。 

 

 

 

 

 

ウ．地域内の学校園に対して情報発信や研

修を実施する。 

 

 

 

 

 

（１） 

ア．大阪市立の校園、保育所、就学前施

設からの相談依頼にすべて対応す

る。そのうち、継続支援の相談を希

望される場合は年３回以上実施す

る。 

イ．「支援だより」として地域支援の取り

組み状況を配信するとともに、学部

会で情報提供を年一回以上する。 

教職員の学校教育自己診断「地域

における支援教育のセンター的機

能を果たしている」肯定的評価

80％以上［65％］ 

 

ウ． 

・学校ＨＰに依頼方法を掲載しわかりや

すく周知する。 

・夏季休業中に地域支援講座（オンライ

ンを含む）を２回実施する。［２回］ 

 

（１） 

ア．19校園 67件の支援相談依頼があり、昨

年度（15校園42件）の相談依頼件数より

も大きく増えた。それらの相談依頼に全て

組織的に対応し、継続支援を希望した７件

については相談支援を３回実施することが

できた。（◎） 

イ．「支援だより」を９月に発行した。 

小学部会と中学部会では「地域支援の活

動報告」高等部会では「府立高等学校の

支援教育の現状について」をテーマとした

情報提供が担当部署からできたが校内で

の意識向上が伸びず、自己診断の肯定的

評価は 60％であった。（△） 

ウ． 

・学校ＨＰに依頼方法を掲載し、わかりやすく

周知した。HP 情報からの研修依頼された

ケースが３件あり、講師を派遣して研修を

実施した。（○） 

・夏季休業中に地域支援講座を２回実施し

た。講座後、新たに情報交換会を設定して

地域学校園の教員と支援に関する情報交

換をすることもできた。（◎） 
 


